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は じ め に

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心

身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は財

産に重大な危険を生じさせる恐れがあるものです。

いじめは決して許されない行為であるとともに、どの子ども、どの学校にも起こ

りうるものである事を十分認識した上で、その防止と対策に取り組んでいく必要が

あります。

そこで、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）

第１２条の規定に基づき、国の「いじめ防止等のための基本的な方針」を踏まえ、

いじめの防止のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、平成２７年６月に

「長久手市いじめ防止基本方針」（以下「長久手市基本方針」という。）を策定し、

いじめ防止等の取組を進めてきました。

ＳＮＳの普及等により、子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し、いじめの事

案も複雑化、多様化しています。全国的に重大事態の発生件数が増加傾向にあるこ

とから、文部科学省は令和６年８月に「いじめの重大事態の調査に関するガイドラ

イン」を改訂しました。本市においてもこのような経緯や社会情勢を踏まえ長久手

市基本方針を改定します。

日頃から児童生徒の理解に努め、一人一人の小さなサインを見逃さず、市、学校、

家庭、地域、その他の関係者が連携してすべての子どもの健全育成及びいじめを「し

ない」「させない」「見逃さない」安心できる社会の実現を目指します。
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第１ いじめの防止等に関する基本的な方向

１ いじめの定義

⑴ 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校、学級や部活動等

の児童生徒や、塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団

（グループ）など、当該児童生徒と何らかの人的関係を指します。

⑵ 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠され

たり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味します。けんかや

ふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背

景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当

するか否かを判断します。

なお、インターネット上で悪口の書き込み等があり、児童生徒本人がそのこ

とを知らずにいるような場合など、行為の対象となる児童生徒本人が心身の苦

痛を感じるに至っていないケースについても、関係した児童生徒に対する指導

等については、適切な対応が必要となります。

⑶ いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察

に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害

が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれます。これ

らについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察に相

談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要です。

２ いじめ防止等に関する基本的な考え方

いじめの防止等のための対策は、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、

学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるように行います。

いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為

であることを、児童生徒が十分に理解できるように、関係機関との連携により、

法 第２条第１項

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍して

いる等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理

的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であ

って、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
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対策を推進します。

⑴ いじめの未然防止

ア 長久手市（以下「市」という。）は、学校がいじめ問題への適切な対応が

できるよう、必要な措置を講じ、いじめから児童生徒を守り、いじめを生み

出さない学校づくりを支援します。

イ 学校は、全ての児童生徒が教職員や友人との間に信頼関係を育むことを通

して、いじめを生まない学校づくりに努めます。

ウ 学校は、体験活動等の充実を図り、児童生徒の人間関係をつくる力を育て

るとともに、コミュニケーション能力の向上に取り組むことにより、いじめ

の未然防止に努めます。

エ 学校は、児童生徒がいじめの問題を自分のこととしてとらえ、考え、議論

することにより、いじめに正面から向き合うことができるよう、具体的な実

践事例の提供や、道徳教育に関する教職員の指導力向上のための施策を推進

します。

オ 保護者は、子どもの教育において第一義的責任を有するものであり、児童

生徒がいじめを行うことのないよう、自他の命を大切にする心や他を思いや

る心を育て、規範意識を身に付けさせること等に努めます。

カ 地域には、学校、家庭と連携し、社会全体で児童生徒を見守り、育ててい

く役割が期待されます。そのため、地域、学校、家庭が連携して、児童生徒

の様々な体験活動や人と関わり合う活動を支援します。

キ 子どもの健全育成に関わる諸機関は、その役割を認識し､互いに連携して

いじめを「しない」「させない」「見逃さない」社会をつくります。

⑵ いじめの早期発見

いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連

携し、児童生徒のささいな変化に気付くことが必要です。

ア 学校及び教育委員会は、定期的な調査や教育相談体制の充実を図り、児童

生徒が相談しやすい環境を整え、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え

ます。また、デジタル技術を活用し、児童生徒の心の変化を察知する体制を

整えます。

イ 学校及び教育委員会は、教職員がいじめに対する認識を深め、指導力を高
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めるため、研修等を充実させます。

ウ 学校は、ささいな兆候であっても、いじめではないかと疑いをもって、早

い段階から関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的

にいじめを認知することに努めます。

エ 保護者は、児童生徒がいじめを受けた場合は、児童生徒をいじめから守る

ための適切な措置を、学校、関係機関等と連携して行います。

⑶ いじめへの対処

ア 学校は、いじめがある又はいじめの疑いがあると認知した場合、直ちに、

いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保す

るとともに、事実関係を教育委員会に報告します。

イ 学校は、いじめたとされる児童生徒に対しては、事情や心情を聴取し、再

発防止に向けて適切かつ継続的に指導及び支援するための必要な措置を講

じます。

ウ 学校は、いじめたとされる児童生徒の保護者に対し、学校と連携した事態

解決への協力を求めるとともに、継続的に助言を行います。

エ 教育委員会は、いじめを行った児童生徒に対し、学校が指導を継続しても

人権侵害等のいじめ行為を繰り返す場合には、いじめを行った児童生徒の保

護者に対して学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第３５条第１項の規定

に基づき、当該児童生徒の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童生徒や

その他の児童生徒が安心して教育を受けられるようにするための必要な措

置を講じます。

オ 教育委員会は、学校のいじめへの対応や問題の解決に向けて、指導助言を

行い、適切に措置が講じられるよう支援します。

⑷ 関係機関との連携

ア 学校は、組織的な対応を図るとともに、事案に応じ、家庭、教育委員会へ

の連絡や相談、関係機関との連携を行います。

イ 学校及び教育委員会は、警察や児童相談所等と適切に連携し、情報共有を

図ります。

ウ 学校及び教育委員会は、教育相談の実施に当たり必要に応じて、関係機関

との連携を図ります。
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第２ いじめ防止等のために市が実施する施策

１ いじめ防止等のための組織の設置

⑴ 長久手市いじめ問題対策連絡協議会

ア 法第１４条第１項の規定に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団

体の連携を図るため、いじめの防止等に関係する機関等により構成される、

「長久手市いじめ問題対策連絡協議会」（以下「協議会」という。）を設置し

ます。

イ 協議会は、教育委員会及び学校と関係機関の連携を図り、関係機関が行う

いじめの防止等の取組に関して連絡調整等を行います。

⑵ 長久手市いじめ問題専門委員会

ア 法第１４条第３項の規定に基づき、学校におけるいじめの防止等のための

対策を実効的に行うため、教育委員会に専門的な知識及び経験を有する第三

者で構成する付属機関として「長久手市いじめ問題専門委員会」を設置しま

す。

イ 長久手市基本方針に基づくいじめの防止等のための施策に関する調査研

究等を行います。

ウ 法第２８条第１項に規定する「重大事態」に係る調査を行う必要が生じた

場合には、この付属機関により調査を行います。

２ 基本的施策

⑴ 相談体制の整備

ア いじめの未然防止に向け相談体制の充実を図ります。スクールカウンセラ

ー、スクールソーシャルワーカー、心の相談員、教員経験者や警察官経験者、

弁護士等を学校へ派遣し、具体的な悩みや不安に応え、専門的な立場から適

切な助言を行い、児童生徒の心のケアに努めます。

イ カウンセラーや職員が直接対応する相談体制を整備し、教育全般に関する

相談に対応します。また、児童生徒から活用されるよう、自らの取組を積極

的に周知します。

⑵ 家庭、地域との連携

ア ＰＴＡや地域の関係団体との連携や学校、家庭、地域が連携する体制を構

築します。
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イ 保護者が、法に規定された保護者の責務等を踏まえて子どもの規範意識を

養うことができるよう、保護者を対象とした啓発活動や相談窓口の設置など、

家庭への支援を行います。

⑶ 教職員の資質の向上

教職員によっていじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に

行われるよう、教育の各分野の優れた指導者を招へいし、教職員の指導力向上

に向けた研修の充実を図ります。

⑷ インターネット上のいじめに対する対策の推進

ア 児童生徒に情報モラルを身に付けさせる指導の充実を図ります。

イ 児童生徒に対して、インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、

被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させる取組を行

います。

ウ インターネット上のいじめの防止と効果的な対処ができるよう、関係機関

等と連携して保護者に資料等を配布するなど、必要な措置を講じます。

⑸ 広報、啓発活動

「いじめをしない、させない、見逃さない社会」の実現を目指すため、あら

ゆる機会を通じて、いじめの防止等についての広報、啓発活動を行います。

⑹ 学校評価・教員評価の留意点

いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こりうるものであり、学校評価、

教員評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、いじめの有無やそ

の多寡のみを評価するのではなく、学校におけるいじめ防止等のための取組状

況を評価項目に位置付けるよう、各学校に対して必要な指導・助言を行います。

第３ いじめ防止等のために学校が実施する施策

１ 学校いじめ防止基本方針の策定

学校は、法第１３条の規定に基づき、「いじめ防止基本方針」を策定し、いじ

めの防止等のための対策を行います。策定した「いじめ防止基本方針」について

は、ホームページなどで公開します。

２ いじめの防止等の対策のための組織

教職員で構成した「いじめ・不登校対策委員会」を設置し、小さな予兆や懸念、
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児童生徒からの訴えを特定の教職員が抱え込まないよう組織で対応します。また、

必要に応じて、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカー、弁護士、医師、警察官経験者等の外部専門家が参加しながら、

いじめ問題の解決にあたります。

３ いじめ防止等の取組

⑴ いじめはどの児童生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童生徒

を対象に、いじめの問題を自分のこととしてとらえ、考え、議論することによ

り、いじめに正面から向き合うことができるよう、道徳教育を推進します。

⑵ アンケート調査や教育相談の実施、それらの結果の検証及び組織的な対処方

法について定め、児童生徒からの相談に対して、教職員等が迅速に対応します。

⑶ 各学校におけるいじめの防止等のための取組について、学校間で情報交換を

行うなど、学校相互間の協力体制の充実を図ります。

⑷ 児童生徒に基本的生活習慣の定着を図り、教職員や友人と信頼できる関係を

構築できるよう指導を行います。

⑸ 人間関係、集団づくりの推進を図り、児童生徒のコミュニケーション能力の

向上に取り組みます。

⑹ 規範意識の育成を図り、学校やクラスの規則を守ることができるように指導

を行います。

⑺ 体験活動の推進を図り、互いを認め尊重する中で、自己肯定感や充実感を感

じられる学校づくりに努めます。

⑻ いじめが「解消している」状態は、少なくとも次の２つの要件が満たされ

ている場合とします。

① いじめに係る行為が止んでいること

② いじめを受けた児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめが解決に至っていない段階では、いじめを受けた児童生徒を守り通し、

その安全・安心を確保します。また、いじめが解消している状態に至った場合

でも、いじめが再発する可能性が十分にありうることを踏まえ、いじめを受け

た児童生徒及びいじめを行った児童生徒について、日常的に注意深く観察しま

す。
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第４ 重大事態への対処

１ 対処方針

文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に基づき対処す

ることを基本とします。

２ 教育委員会又は学校による調査

⑴ 重大事態の定義

ア 法第２８条第１項第１号に定める「生命､心身又は財産に重大な被害」に

ついては、いじめを受けた児童生徒の状況に着目して判断します。例えば、

次のような場合が想定されます。

・児童生徒が自殺を企図した場合

・身体に重大な傷害を負った場合

・金品等に重大な被害を被った場合

・精神性の疾患を発症した場合

イ 法第２８条第１項第２号に定める「相当の期間」については、不登校の定

義を踏まえ、３０日間を目安とします。ただし、いじめを受けた児童生徒が

一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、

児童生徒の状況等により判断します。

ウ 児童生徒や保護者から、「いじめにより重大な被害が生じた」という申立

てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重

大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報

告、調査等にあたります。

エ 重大事態は、「いじめにより重大な被害が生じた疑い」又は「いじめによ

り不登校を余儀なくされている疑い」がある段階を指します。これらの疑い

が生じた段階から、調査の実施に向けた取組を開始する必要があります。

法 第２８条第１項

⑴ いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な

被害が生じた疑いがあると認めるとき。

⑵ いじめにより当学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席するこ

とを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
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⑵ 重大事態の報告

ア 学校は、重大事態と判断した場合、速やかに教育委員会に報告します。教

育委員会は、重大事態の発生を市長に報告します。

イ 教育委員会は、文部科学省に対して重大事態の発生報告を行います。

⑶ 調査の目的

ア 重大事態の調査は、いじめを受けた児童生徒の尊厳を保持するために、い

じめにより対象児童生徒が重大な被害を受けるに至った事実関係を可能な

限り明らかにし、当該重大事態への対処（対象児童生徒への心のケアや必要

な支援、いじめを行った児童生徒や何らかの関わりのある児童生徒に対する

指導及び支援等）及び同種の事態の再発防止策（学校及び教育委員会が今後

取り組むべき対応策）を講ずることを目的に行うものです。

イ 登校に係る重大事態が発生し、いじめを受けた児童生徒が欠席を余儀なく

されている場合には、いじめを受けた児童生徒の学校復帰や学びの継続に向

けた支援につなげることも目的に含まれます。

ウ この調査が、民事・刑事・行政上の責任追及やその他の争訟等への対応を

直接の目的とするものではないことは言うまでもなく、この調査における調

査結果が直接法律上の権利義務に影響を与えるものではありません。

エ 以上のことについて、学校関係者、教育委員会、調査に携わる専門家や第

三者及び関係している児童生徒の保護者が共通認識をもって取り組めるよ

う、調査開始前からこれら調査に関わる者の理解を得る取組を行う必要があ

ります。

⑷ 調査の主体、組織、方法等

ア 教育委員会は、学校から「重大事態」の報告を受けた場合、その事案の調

査を行う主体や調査組織について判断をします。

イ 不登校に係る重大事態については、いじめを受けた児童生徒の学校復帰や

学びの継続に向けた支援につなげることも調査の目的としていることから、

原則として学校主体で調査を行うものとします。

ウ 学校が調査主体となる場合は、校内に設置している「いじめ・不登校対策

委員会」を母体として調査や対応を行います。「いじめ・不登校対策委員会」

には、必要に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー
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等の専門家を含むものとします。教育委員会は、学校の調査及び対応を指導、

助言するとともに、人的措置も含め支援を行います。

エ 学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必

ずしも十分な結果を得られないと判断する場合や、学校の教育活動に支障が

生じるおそれがあるような場合には、教育委員会において調査を実施します。

オ 教育委員会が調査を行う場合は、長久手市いじめ問題専門委員会が調査を

行います。

カ 調査実施前に、いじめを受けた児童生徒及び保護者並びにいじめを行った

疑いのある児童生徒、何らかの関わりのある児童生徒及びその保護者に対し

て事前の説明を行います。

⑸ 調査結果の取扱い

ア 学校又は教育委員会は、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及び保護

者に対し、事実関係その他の必要な情報提供を適切に行います。これらの情

報の提供にあたって学校又は教育委員会は、他の児童生徒のプライバシー保

護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供します。

イ 調査結果について、教育委員会を通じて市長に報告します。

ウ 調査結果は、事案の内容や重大性、いじめを受けた児童生徒・保護者の意

向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案し、特段の支障がな

ければ公表します。

エ 調査によって確認された事実関係は、いじめを受けた児童生徒及びその保

護者への継続的な支援、いじめを行った児童生徒及びその保護者への指導又

は助言等に活用することにより、同様の事態が発生することのないよう、指

導の改善に活用します。

３ 市長による再調査及び措置

⑴ 調査結果の報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該

重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、付属機

関を設けて調査を行う等の方法により、法２８条第１項の規定による調査結果

について調査（以下「再調査」という。）を行います。

⑵ 市長は、再調査を行った場合、その結果を市議会に報告します。議会に報告

する内容については、個々の事案の内容に応じ、個人のプライバシーに対して
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は必要な配慮を確保します。

⑶ 市長及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、当該調査に係る「重大事態」

への対処又は同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講じます。

第５ その他いじめの防止等のための対策に関する事項

⑴ 教育委員会は、長久手市基本方針に定めるいじめの防止等の取組が実効的に

機能しているかを、必要に応じて検証し、見直しを行います。

⑵ 学校は、いじめの防止等に向けた取組について、学校評価を用いる等の方法

で検証し、その結果を教育委員会、保護者及び地域に報告します。



新旧対照表 名称：長久手市いじめ防止基本方針（令和７年１２月改定素案）

現行 改定素案

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、

その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみなら

ず、その生命又は財産に重大な危険を生じさせる恐れがあるものです。

いじめは決して許されない行為であるとともに、どの子ども、どの学校にも

起こりうるものである事を十分認識した上で、その防止と対策に取り組んで

いく必要があります。

そこで、いじめ防止対策推進法(平成２５年法律第７１号。以下「法」とい

う。)第１２条の規定に基づき、国の「いじめ防止等のための基本的な方針」

(以下「国の基本方針」という。)を踏まえ、いじめの防止のための対策を総

合的かつ効果的に推進するため「長久手市いじめ防止基本方針」(以下

「長久手市基本方針」という。)を策定することとしました。

この長久手市基本方針では、いじめの防止等(いじめの未然防止、いじ

めの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)の取組を市全体で

進めていくことを目指し、日頃から児童生徒の理解に努め、一人一人の小

さなサインを見逃さず、すべての子どもの健全育成及びいじめのない子ど

も社会の実現を方針の柱としています。

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、

その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみなら

ず、その生命又は財産に重大な危険を生じさせる恐れがあるものです。

いじめは決して許されない行為であるとともに、どの子ども、どの学校にも

起こりうるものである事を十分認識した上で、その防止と対策に取り組んで

いく必要があります。

そこで、いじめ防止対策推進法(平成２５年法律第７１号。以下「法」とい

う。)第１２条の規定に基づき、国の「いじめ防止等のための基本的な方針」

を踏まえ、いじめの防止のための対策を総合的かつ効果的に推進するた

め、平成２７年６月に「長久手市いじめ防止基本方針」(以下「長久手市基

本方針」という。)を策定し、いじめ防止等の取組を進めてきました。

ＳＮＳの普及等により、子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し、いじめ

の事案も複雑化、多様化しています。全国的に重大事態の発生件数が増

加傾向にあることから、文部科学省は令和６年８月に「いじめの重大事態の

調査に関するガイドライン」を改訂しました。本市においてもこのような経緯

や社会情勢を踏まえ長久手市基本方針を改定します。

日頃から児童生徒の理解に努め、一人一人の小さなサインを見逃さず、

市、学校、家庭、地域、その他の関係者が連携してすべての子どもの健全

育成及びいじめを「しない」「させない」「見逃さない」安心できる社会の実現

を目指します。



第１ いじめの防止等に関する基本的な方向

１ いじめの定義

「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校、学級や部活

動等の仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒が関わっている人的関

係を指します。

また、「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、

隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味します。け

んかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあ

るため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目

し、いじめに該当するか否かを判断します。

具体的ないじめの態様は、以下のようなものがあります。

⑴ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

⑵ 仲間はずれ、集団により無視をされる

⑶ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

⑷ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

⑸ 金品をたかられる

⑹ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

⑺ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

⑻ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

第１ いじめ防止等に関する基本的な方向

１ いじめの定義

⑴ 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校、学級や部

活動等の児童生徒や、塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わって

いる仲間や集団（グループ）など、当該児童生徒と何らかの人的関係を

指します。

⑵ 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠

されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味します。け

んかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合も

あるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に

着目し、いじめに該当するか否かを判断します。

なお、インターネット上で悪口の書き込み等があり、児童生徒本人が

そのことを知らずにいるような場合など、行為の対象となる児童生徒本

人が心身の苦痛を感じるに至っていないケースについても、関係した児

童生徒に対する指導等については、適切な対応が必要となります。

⑶ いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期

に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財

産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なも

のが含まれます。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向へ

法 第２条

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍し

ている等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理

的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるも

のを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛

を感じているものをいう。

法 第２条第１項

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在

籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う

心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行わ

れるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の

苦痛を感じているものをいう。



２ いじめの防止等に関する基本的な考え方

いじめの防止等のための対策は、全ての児童生徒が安心して学校生活

を送り、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるように行います。

いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されな

い行為であることを、児童生徒が十分に理解できるように、関係機関との連

携により、対策を推進します。

⑴ いじめの未然防止

ア 長久手市(以下「市」という。)は、学校がいじめ問題への適切な対応

ができるよう、必要な措置を講じ、いじめから児童生徒を守り、いじめを

生み出さない学校づくりを支援します。

イ 学校は、全ての児童生徒が教職員や友人との間に信頼関係を育むこ

とを通して、いじめのない学校づくりに努めます。

ウ 学校は、体験活動等の充実を図り、児童生徒の人間関係をつくる力

を育てるとともに、コミュニケーション能力の向上に取り組むことにより、

いじめの未然防止に努めます。

エ 学校は、児童生徒がいじめの問題を自分のこととしてとらえ、考え、議

論することにより、いじめに正面から向き合うことができるよう、具体的な

実践事例の提供や、道徳教育に関する教職員の指導力向上のための

施策を推進します。

オ 保護者は、子どもの教育において第一義的責任を有するものであり、

児童生徒がいじめを行うことのないよう、自他の命を大切にする心や他

を思いやる心を育て、規範意識を身に付けさせること等に努めます。

の配慮の上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を

取ることが必要です。

２ いじめ防止等に関する基本的な考え方

いじめの防止等のための対策は、全ての児童生徒が安心して学校生活

を送り、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるように行います。

いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されな

い行為であることを、児童生徒が十分に理解できるように、関係機関との連

携により、対策を推進します。

⑴ いじめの未然防止

ア 長久手市（以下「市」という。）は、学校がいじめ問題への適切な対応

ができるよう、必要な措置を講じ、いじめから児童生徒を守り、いじめを

生み出さない学校づくりを支援します。

イ 学校は、全ての児童生徒が教職員や友人との間に信頼関係を育むこ

とを通して、いじめを生まない学校づくりに努めます。

ウ 学校は、体験活動等の充実を図り、児童生徒の人間関係をつくる力

を育てるとともに、コミュニケーション能力の向上に取り組むことにより、

いじめの未然防止に努めます。

エ 学校は、児童生徒がいじめの問題を自分のこととしてとらえ、考え、議

論することにより、いじめに正面から向き合うことができるよう、具体的な

実践事例の提供や、道徳教育に関する教職員の指導力向上のための

施策を推進します。

オ 保護者は、子どもの教育において第一義的責任を有するものであり、

児童生徒がいじめを行うことのないよう、自他の命を大切にする心や他

を思いやる心を育て、規範意識を身に付けさせること等に努めます。



カ 地域には、学校、家庭と連携し、社会全体で児童生徒を見守り、育て

ていく役割が期待されます。そのため、地域、学校、家庭が連携して、

児童生徒の様々な体験活動や人と関わり合う活動を支援します。

⑵ いじめの早期発見

ア 学校及び教育委員会は、定期的な調査や教育相談体制の充実を図

り、児童生徒が相談しやすい環境を整え、いじめの早期発見に努めま

す。

イ 学校及び教育委員会は、教職員がいじめに対する認識を深め、指導

力を高めるため、研修等を充実します。

ウ 保護者等は、児童生徒がいじめを受けた場合は、児童生徒をいじめ

から守るための適切な措置を、学校、関係機関等と連携して行います。

⑶ いじめへの対処

ア 学校は、いじめがあると認知した場合、直ちに、いじめを受けた児童

生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保するとともに、事

実関係を教育委員会に報告します。

イ 学校は、いじめたとされる児童生徒に対しては、事情や心情を聴取

し、再発防止に向けて適切かつ継続的に指導及び支援するための必

要な措置を講じます。

カ 地域には、学校、家庭と連携し、社会全体で児童生徒を見守り、育て

ていく役割が期待されます。そのため、地域、学校、家庭が連携して、

児童生徒の様々な体験活動や人と関わり合う活動を支援します。

キ 子どもの健全育成に関わる諸機関は、その役割を認識し､互いに連

携していじめを「しない」「させない」「見逃さない」社会をつくります。

⑵ いじめの早期発見

いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全ての

大人が連携し、児童生徒のささいな変化に気付くことが必要です。

ア 学校及び教育委員会は、定期的な調査や教育相談体制の充実を図

り、児童生徒が相談しやすい環境を整え、児童生徒がいじめを訴えや

すい体制を整えます。また、デジタル技術を活用し、児童生徒の心の変

化を察知する体制を整えます。

イ 学校及び教育委員会は、教職員がいじめに対する認識を深め、指導

力を高めるため、研修等を充実させます。

ウ 学校は、ささいな兆候であっても、いじめではないかと疑いをもって、

早い段階から関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極

的にいじめを認知することに努めます。

エ 保護者は、児童生徒がいじめを受けた場合は、児童生徒をいじめか

ら守るための適切な措置を、学校、関係機関等と連携して行います。

⑶ いじめへの対処

ア 学校は、いじめがある又はいじめの疑いがあると認知した場合、直ち

に、いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全

を確保するとともに、事実関係を教育委員会に報告します。

イ 学校は、いじめたとされる児童生徒に対しては、事情や心情を聴取

し、再発防止に向けて適切かつ継続的に指導及び支援するための必

要な措置を講じます。



ウ 学校は、いじめたとされる児童生徒の保護者に対し、学校と連携した

事態解決への協力を求めるとともに、継続的に助言を行います。

エ 教育委員会は、いじめたとされる児童生徒の保護者に対して学校教

育法(昭和２２年法律第２６号第３５条)の規定に基づき、当該児童生徒

の出席停止を命ずる等、必要な措置を講じます。

オ 教育委員会は、学校のいじめへの対応や問題の解決に向けて、指

導助言を行い、適切に措置が講じられるよう支援します。

⑷ 関係機関との連携

ア 学校は、組織的な対応を図るとともに、事案に応じ、家庭、教育委員

会への連絡や相談、関係機関との連携を行います。

イ 学校及び教育委員会は、警察や児童相談所等と適切に連携し、情

報共有を図ります。

ウ 学校及び教育委員会は、教育相談の実施に当たり必要に応じて、関

係機関との連携を図ります。

第２ 市が実施すべき施策

市は、いじめの防止等について、学校、家庭、地域、関係機関等と連携

して対応します。

１ いじめの防止等のための組織の設置

⑴ 長久手市いじめ問題対策連絡協議会

ア 法第１４条第１項の規定に基づき、いじめの防止等に関係する機関

及び団体の連携を図るため、いじめの防止等に関係する機関等により

構成される、「長久手市いじめ問題対策連絡協議会」を設置します。

ウ 学校は、いじめたとされる児童生徒の保護者に対し、学校と連携した

事態解決への協力を求めるとともに、継続的に助言を行います。

エ 教育委員会は、いじめを行った児童生徒に対し、学校が指導を継続

しても人権侵害等のいじめ行為を繰り返す場合には、いじめを行った

児童生徒の保護者に対して学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第３

５条第１項の規定に基づき、当該児童生徒の出席停止を命ずる等、い

じめを受けた児童生徒やその他の児童生徒が安心して教育を受けら

れるようにするための必要な措置を講じます。

オ 教育委員会は、学校のいじめへの対応や問題の解決に向けて、指

導助言を行い、適切に措置が講じられるよう支援します。

⑷ 関係機関との連携

ア 学校は、組織的な対応を図るとともに、事案に応じ、家庭、教育委

員会への連絡や相談、関係機関との連携を行います。

イ 学校及び教育委員会は、警察や児童相談所等と適切に連携し、情

報共有を図ります。

ウ 学校及び教育委員会は、教育相談の実施に当たり必要に応じて、

関係機関との連携を図ります。

第２ いじめ防止等のために市が実施する施策

１ いじめ防止等のための組織の設置

⑴ 長久手市いじめ問題対策連絡協議会

ア 法第１４条第１項の規定に基づき、いじめの防止等に関係する機関

及び団体の連携を図るため、いじめの防止等に関係する機関等により



イ 教育委員会及び学校と関係機関の連携を図り、関係機関が行ういじ

めの防止等の取組に関して連絡調整等を行います。

⑵ 付属機関

ア 法第１４条第３項の規定に基づき、学校におけるいじめの防止等の

ための対策を実効的に行うため、教育委員会に、専門的な知識及び

経験を有する第三者で構成する付属機関を設置します。

イ 本基本方針に基づくいじめの防止等のための施策に関する調査研

究等を行います。

ウ 法第２８条第１項に規定する「重大事態」に係る調査を行う必要が生

じた場合には、この付属機関により調査を行います。

２ いじめの防止等のために実施すべき施策

⑴ 相談体制の整備

ア 市は、いじめの未然防止に向け相談体制の充実を図ります。スクー

ルカウンセラー・スクールソーシャルワーカー、教員経験者や警察官

経験者、弁護士等を学校へ派遣し、具体的な悩みや不安に応え、専

門的な立場から適切な助言を行い、児童生徒の心のケアに努めま

す。

イ 市は、カウンセラーや職員が直接対応する相談体制を整備し、教育

全般に関する相談に対応します。また、児童生徒から活用されるよう、

自らの取組を積極的に周知します。

ウ 市は、部活動休養日の設定、部活動指導員の配置、教員が行う業務

の明確化を含む教職員の業務負担軽減を図ります。

構成される、「長久手市いじめ問題対策連絡協議会」（以下「協議会」

という。）を設置します。

イ 協議会は、教育委員会及び学校と関係機関の連携を図り、関係機

関が行ういじめの防止等の取組に関して連絡調整等を行います。

⑵ 長久手市いじめ問題専門委員会

ア 法第１４条第３項の規定に基づき、学校におけるいじめの防止等の

ための対策を実効的に行うため、教育委員会に専門的な知識及び経

験を有する第三者で構成する付属機関として「長久手市いじめ問題専

門委員会」を設置します。

イ 長久手市基本方針に基づくいじめの防止等のための施策に関する

調査研究等を行います。

ウ 法第２８条第１項に規定する「重大事態」に係る調査を行う必要が生じ

た場合には、この付属機関により調査を行います。

２ 基本的施策

⑴ 相談体制の整備

ア いじめの未然防止に向け相談体制の充実を図ります。スクールカウ

ンセラー、スクールソーシャルワーカー、心の相談員、教員経験者や

警察官経験者、弁護士等を学校へ派遣し、具体的な悩みや不安に応

え、専門的な立場から適切な助言を行い、児童生徒の心のケアに努

めます。

イ カウンセラーや職員が直接対応する相談体制を整備し、教育全般に

関する相談に対応します。また、児童生徒から活用されるよう、自らの

取組を積極的に周知します。



⑵ 家庭、地域の連携

ア PTA や地域の関係団体との連携や学校、家庭、地域が連携する体

制を構築します。

イ 教職員及び保護者への研修等を実施し、いじめの防止等への活動を

行います。

⑶ 教職員の資質の向上

教職員によっていじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき

適切に行われるよう、教育の各分野の優れた指導者を招へいし、教職員

の指導力向上に向けた研修の充実を図ります。

⑷ インターネット上のいじめに対する対策の推進

ア 児童生徒に情報モラルを身に付けさせる指導の充実を図ります。

イ 児童生徒に対して、インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当

たり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させ

る取組を行います。

ウ 児童生徒がインターネット上の不適切なサイトや書き込み等を発見す

るネットパトロールなど、インターネット上のいじめに対処する体制を整

備します。

⑸ 広報、啓発活動

「いじめをしない、させない、見逃さない社会」の実現を目指すため、あ

らゆる機会を通じて、いじめの防止等についての広報、啓発活動を行い

ます。

⑹ 学校評価・教員評価の留意点

⑵ 家庭、地域との連携

ア PTA や地域の関係団体との連携や学校、家庭、地域が連携する体

制を構築します。

イ 保護者が、法に規定された保護者の責務等を踏まえて子どもの規範

意識を養うことができるよう、保護者を対象とした啓発活動や相談窓口

の設置など、家庭への支援を行います。

⑶ 教職員の資質の向上

教職員によっていじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき

適切に行われるよう、教育の各分野の優れた指導者を招へいし、教職員

の指導力向上に向けた研修の充実を図ります。

⑷ インターネット上のいじめに対する対策の推進

ア 児童生徒に情報モラルを身に付けさせる指導の充実を図ります。

イ 児童生徒に対して、インターネット上のいじめが重大な人権侵害に

当たり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解さ

せる取組を行います。

ウ インターネット上のいじめの防止と効果的な対処ができるよう、関係

機関等と連携して保護者に資料等を配布するなど、必要な措置を講

じます。

⑸ 広報、啓発活動

「いじめをしない、させない、見逃さない社会」の実現を目指すため、あ

らゆる機会を通じて、いじめの防止等についての広報、啓発活動を行い

ます。

⑹ 学校評価・教員評価の留意点

いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こりうるものであり、学校評

価、教員評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、いじめの



学校評価、教員評価において、いじめの有無やその多寡のみを評価

するのではなく、学校におけるいじめ防止等のための取組状況を評価項

目に位置付けるよう、各学校に対して必要な指導・助言を行います。

第３ 学校が実施すべき施策

学校は、教育委員会、家庭、地域、関係機関等と緊密な連携を図り、い

じめの防止等について組織的に取り組み、いじめのない学校づくりを目指

します。

１ 学校いじめ防止基本方針の策定

学校は、法第１３条の規定に基づき、「いじめ防止基本方針」を策定し、

いじめの防止等のための対策を行います。策定した「いじめ防止基本方

針」については、ホームページなどで公開します。

２ いじめの防止等の対策のための組織

学校は、教職員で構成した「いじめ・不登校対策委員会」を設置し、小さ

な予兆や懸念、児童生徒からの訴えを特定の教職員が抱え込まないよう組

織で対応します。また、必要に応じて、心理や福祉の専門家であるスクー

ルカウンセラー・スクールソーシャルワーカー、弁護士、医師、警察官経験

者等の外部専門家が参加しながら、いじめ問題の解決に資するよう支援し

ます。

３ いじめの防止等の取組

⑴ いじめはどの児童生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童

生徒を対象に、いじめの問題を自分のこととしてとらえ、考え、議論する

ことにより、いじめに正面から向き合うことができるよう、道徳教育を推進

します。

有無やその多寡のみを評価するのではなく、学校におけるいじめ防止等

のための取組状況を評価項目に位置付けるよう、各学校に対して必要な

指導・助言を行います。

第３ いじめ防止等のために学校が実施する施策

１ 学校いじめ防止基本方針の策定

学校は、法第１３条の規定に基づき、「いじめ防止基本方針」を策定し、

いじめの防止等のための対策を行います。策定した「いじめ防止基本方

針」については、ホームページなどで公開します。

２ いじめの防止等の対策のための組織

教職員で構成した「いじめ・不登校対策委員会」を設置し、小さな予兆

や懸念、児童生徒からの訴えを特定の教職員が抱え込まないよう組織で

対応します。また、必要に応じて、心理や福祉の専門家であるスクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワーカー、弁護士、医師、警察官経験者

等の外部専門家が参加しながら、いじめ問題の解決にあたります。

３ いじめ防止等の取組

⑴ いじめはどの児童生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童

生徒を対象に、いじめの問題を自分のこととしてとらえ、考え、議論する

ことにより、いじめに正面から向き合うことができるよう、道徳教育を推進

します。



⑵ アンケート調査や教育相談の実施、それらの結果の検証及び組織的

な対処方法について定め、児童生徒からの相談に対して、教職員等が

迅速に対応します。

⑶ 各学校におけるいじめの防止等のための取組について、学校間で情

報交換を行うなど、学校相互間の協力体制の充実を図ります。

⑷ 児童生徒に基本的生活習慣の定着を図り、教職員や友人と信頼でき

る関係を構築できるよう指導を行います。

⑸ 人間関係、集団づくりの推進を図り、児童生徒のコミュニケーション能

力の向上に取り組みます。

⑹ 規範意識の育成を図り、学校やクラスの規則を守ることができるように

指導を行います。

⑺ 体験活動の推進を図り、互いを認め尊重する中で、自己肯定感や充

実感を感じられる学校づくりに努めます。

⑻ いじめが「解消している」状態は、少なくとも次の２つの要件が満たされ

ている場合とします。

① いじめに係る行為が止んでいること

② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめが解決に至っていない段階では、被害者を守り通し、その安全・

安心を確保します。また、いじめが「解消している」状態に至った場合でも、

いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、いじめの被害及び

加害児童生徒について、日常的に注意深く観察します。

⑵ アンケート調査や教育相談の実施、それらの結果の検証及び組織的

な対処方法について定め、児童生徒からの相談に対して、教職員等が

迅速に対応します。

⑶ 各学校におけるいじめの防止等のための取組について、学校間で情

報交換を行うなど、学校相互間の協力体制の充実を図ります。

⑷ 児童生徒に基本的生活習慣の定着を図り、教職員や友人と信頼でき

る関係を構築できるよう指導を行います。

⑸ 人間関係、集団づくりの推進を図り、児童生徒のコミュニケーション能

力の向上に取り組みます。

⑹ 規範意識の育成を図り、学校やクラスの規則を守ることができるように

指導を行います。

⑺ 体験活動の推進を図り、互いを認め尊重する中で、自己肯定感や充

実感を感じられる学校づくりに努めます。

⑻ いじめが「解消している」状態は、少なくとも次の２つの要件が満たされ

ている場合とします。

① いじめに係る行為が止んでいること

② いじめを受けた児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめが解決に至っていない段階では、いじめを受けた児童生徒を守

り通し、その安全・安心を確保します。また、いじめが解消している状態に

至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にありうることを踏ま

え、いじめを受けた児童生徒及びいじめを行った児童生徒について、日

常的に注意深く観察します。



第４ 重大事態への対処

１ 教育委員会又は学校による調査

⑴ 重大事態

ア 学校は、いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又

は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合又は相当の

期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるときを「重大事

態」と捉えます。ただし、上記にかかわらず、教育委員会又は学校の判

断により、「重大事態」と捉える場合があります。

イ 学校は、「重大事態」が発生した場合は、速やかに教育委員会を通じ

て市長へ報告します。

ウ 「重大事態」でいう「生命、心身又は財産に重大な被害」については、

いじめを受けた児童生徒の状況に着目して判断します。例えば、次のよ

うな場合です。

(ｱ) 児童生徒が自殺を企図した場合

(ｲ) 身体に重大な傷害を負った場合

(ｳ) 金品等に重大な被害を被った場合

(ｴ) 精神性の疾患を発症した場合

エ 「重大事態」でいう「相当の期間」については、不登校の定義を踏ま

え、３０日間を目安とします。

第４ 重大事態への対処

１ 対処方針

文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に基づき

対処することを基本とします。

２ 教育委員会又は学校による調査

⑴ 重大事態の定義

ア 法第２８条第１項第１号に定める「生命､心身又は財産に重大な被害」

については、いじめを受けた児童生徒の状況に着目して判断します。

例えば、次のような場合が想定されます。

・児童生徒が自殺を企図した場合

・身体に重大な傷害を負った場合

・金品等に重大な被害を被った場合

・精神性の疾患を発症した場合

イ 法第２８条第１項第２号に定める「相当の期間」については、不登校の

定義を踏まえ、３０日間を目安とします。ただし、いじめを受けた児童生徒

が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわ

らず、児童生徒の状況等により判断します。

ウ 児童生徒や保護者から、「いじめにより重大な被害が生じた」という申

立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるい

法 第２８条第１項

⑴ いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に

重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

⑵ いじめにより当学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席

することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。



⑵ 重大事態の調査

ア 児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立

てがあったときは、どんな場合においても、「重大事態」と捉え、報告、調

査等にあたります。

は「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものと

して報告、調査等にあたります。

エ 重大事態は、「いじめにより重大な被害が生じた疑い」又は「いじめに

より不登校を余儀なくされている疑い」がある段階を指します。これらの疑

いが生じた段階から、調査の実施に向けた取組を開始する必要がありま

す。

⑵ 重大事態の報告

ア 学校は、重大事態と判断した場合、速やかに教育委員会に報告しま

す。教育委員会は、重大事態の発生を市長に報告します。

イ 教育委員会は、文部科学省に対して重大事態の発生報告を行いま

す。

⑶ 調査の目的

ア 重大事態の調査は、いじめを受けた児童生徒の尊厳を保持するため

に、いじめにより対象児童生徒が重大な被害を受けるに至った事実関

係を可能な限り明らかにし、当該重大事態への対処（対象児童生徒へ

の心のケアや必要な支援、いじめを行った児童生徒や何らかの関わり

のある児童生徒に対する指導及び支援等）及び同種の事態の再発防

止策（学校及び教育委員会が今後取り組むべき対応策）を講ずることを

目的に行うものです。

イ 登校に係る重大事態が発生し、いじめを受けた児童生徒が欠席を余

儀なくされている場合には、いじめを受けた児童生徒の学校復帰や学

びの継続に向けた支援につなげることも目的に含まれます。

ウ この調査が、民事・刑事・行政上の責任追及やその他の争訟等への

対応を直接の目的とするものではないことは言うまでもなく、この調査に

おける調査結果が直接法律上の権利義務に影響を与えるものではあり

ません。



イ 教育委員会は、学校から「重大事態」の報告を受けた場合、その事案

の調査を行う主体や調査組織について判断をします。

ウ 学校が調査を行う場合は、校内に設置している「いじめ・不登校対策

委員会」を母体として調査や対応を行います。教育委員会は、学校の

調査及び対応を指導、助言するとともに、人的措置も含め支援を行いま

す。

エ 学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の

防止に必ずしも十分な結果を得られないと判断する場合や、学校の教

育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には、教育委員会にお

いて調査を実施します。

オ 教育委員会が調査を行う場合は、教育委員会の付属機関が調査を

行います。

※ 学校又は教育委員会が行う調査は、事実関係を明確にするための

調査であって、「重大事態」に至る要因となったいじめ行為が、いつ

(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生

んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、

エ 以上のことについて、学校関係者、教育委員会、調査に携わる専門

家や第三者及び関係している児童生徒の保護者が共通認識をもって

取り組めるよう、調査開始前からこれら調査に関わる者の理解を得る取

組を行う必要があります。

⑷ 調査の主体、組織、方法等

ア 教育委員会は、学校から「重大事態」の報告を受けた場合、その事

案の調査を行う主体や調査組織について判断をします。

イ 不登校に係る重大事態については、いじめを受けた児童生徒の学校

復帰や学びの継続に向けた支援につなげることも調査の目的としてい

ることから、原則として学校主体で調査を行うものとします。

ウ 学校が調査主体となる場合は、校内に設置している「いじめ・不登校

対策委員会」 を母体として調査や対応を行います。「いじめ・不登校

対策委員会」には、必要に応じて、スクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカー等の専門家を含むものとします。教育委員会は、学

校の調査及び対応を指導、助言するとともに、人的措置も含め支援を

行います。

エ 学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の

防止に必ずしも十分な結果を得られないと判断する場合や、学校の教

育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には、教育委員会にお

いて調査を実施します。

オ 教育委員会が調査を行う場合は、長久手市いじめ問題専門委員会

が調査を行います。



学校、教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り

網羅的に明確にするものです。この際、因果関係の特定を慎重に行

いながら、客観的な事実関係を速やかに調査します。

また、この調査は、民事、刑事上の責任追及やその他の訴訟等への対

応を直接の目的とするものではなく、当該事態への対処や同種の事態

の発生防止を図るためのものです。

カ 調査実施前に、被害児童生徒、保護者に対して、以下の①～⑥の事

項について説明します。

①調査の目的・目標

②調査主体(組織の構成、人選)
③調査時期・期間(スケジュール、定期報告)
④調査事項(対象となるいじめ行為、学校の対応等)・調査対象

⑤調査方法

⑥調査結果の提供及び説明

⑶ 調査結果の取扱い

ア 学校又は教育委員会が調査を行った場合、当該調査に係るいじめを

受けた児童生徒及び保護者に対し、事実関係その他の必要な情報提

供を適切に行います。

イ 学校は、調査結果において、いじめが認定されている場合、加害者

に対して、いじめの非に気付かせ、被害児童生徒への謝罪の気持ちを

醸成させるよう、個別に指導を行います。

ウ 学校は、調査の結果について、教育委員会を通じて市長に報告しま

す。

カ 調査実施前に、いじめを受けた児童生徒及び保護者並びにいじめ

を行った疑いのある児童生徒、何らかの関わりのある児童生徒及びそ

の保護者に対して事前の説明を行います。

⑸ 調査結果の取扱い

ア 学校又は教育委員会は、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及

び保護者に対し、事実関係その他の必要な情報提供を適切に行いま

す。これらの情報の提供にあたって学校又は教育委員会は、他の児童

生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配

慮し、適切に提供します。

イ 調査結果について、教育委員会を通じて市長に報告します。

ウ 調査結果は、事案の内容や重大性、いじめを受けた児童生徒・保護

者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案し、特

段の支障がなければ公表します。



エ 調査結果は、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、

公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案し、特段の支障が

なければ公表します。

２ 市長による再調査及び措置

⑴市長は、学校又は教育委員会が行った調査の結果について報告を受

け、再度、調査(「以下、「再調査」という。)が必要かどうかを判断し、必要

な場合は市長は付属機関を設けるなどして、再調査を行います。

⑵学校又は教育委員会は、この再調査に対し、全面的に協力します。

⑶市長は、再調査を行った場合、その結果を市議会に報告します。議会に

報告する内容については、個々の事案の内容に応じ、個人のプライバシ

ーに対しては必要な配慮を確保します。

⑷市長及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、当該調査に係る「重

大事態」への対処又は同種の事態の発生の防止のために必要な措置を

講じます。

第５ その他いじめの防止等のための対策に関する事項

⑴教育委員会は、本基本方針に定めるいじめの防止等の取組が実効的に

機能しているかを、必要に応じて検証し、見直しを行います。

⑵学校は、いじめの防止等に向けた取組について、学校評価を用いる等

の方法で検証し、その結果を教育委員会、保護者及び地域に報告しま

す。

エ 調査によって確認された事実関係は、いじめを受けた児童生徒及び

その保護者への継続的な支援、いじめを行った児童生徒及びその保

護者への指導又は助言等に活用することにより、同様の事態が発生す

ることのないよう、指導の改善に活用します。

３ 市長による再調査及び措置

⑴ 調査結果の報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態への対処

又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認め

るときは、付属機関を設けて調査を行う等の方法により、法２８条第１項の

規定による調査結果について調査（以下「再調査」という。）を行います。

⑵ 市長は、再調査を行った場合、その結果を市議会に報告します。議会

に報告する内容については、個々の事案の内容に応じ、個人のプライ

バシーに対しては必要な配慮を確保します。

⑶ 市長及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、当該調査に係る

「重大事態」への対処又は同種の事態の発生の防止のために必要な措

置を講じます。

第５ その他いじめの防止等のための対策に関する事項

⑴ 教育委員会は、長久手市基本方針に定めるいじめの防止等の取組が

実効的に機能しているかを、必要に応じて検証し、見直しを行います。

⑵ 学校は、いじめの防止等に向けた取組について、学校評価を用いる

等の方法で検証し、その結果を教育委員会、保護者及び地域に報告し

ます。



No. 受付日 団体名 事業名 開催期日・会場 事業の目的・対象・内容等 入場料等
新規
継続

前回実績 審査結果 

1 R7.10.20
AICHI TECH DAY 実行
委員会

AICHI TECH DAY 2026
R8.5.24
愛・地球博記念公園

＜目的＞
将来の科学者・技術者の発掘と育成を通じ、持続可能な地
域社会の形成に寄与する。

＜対象＞
県下の小学生、中学生、高校生、大学生、保護者

＜内容＞
科学の楽しさ・驚き・学び・発見を体験できる場を提供す
る

無 新規 -
R7.11.7

後援（専決処
分）

2 R7.10.20 ハイスト
歴史カードゲームハイス
ト体験会

R7.12.6
長久手市交流プラザ

＜目的＞
市内の子どもたちに楽しく歴史を学ぶ機会を提供する

＜対象＞
市内小学生

＜内容＞
市内小中学校に寄贈した歴史カードの使い方講座

無 継続2年目 R7.5.12
R7.11.4

後援（専決処
分）

3 R7.10.23
株式会社といーと
/kome marché実行委
員会

kome marché
R7.11.29
長久手中央二号公園

＜目的＞
1.愛知県からお米を広める　２.アレルギーのある子もな
い子も安心して食べら
れる食（場所）を提供、広めていく

＜対象＞
食物アレルギーのある方、またそのご家族・健康意識の高
い方（グルテンフリー等）・米粉、お米が好きな方

＜内容＞

食のワークショップ
アレルギービュッフェの開催

無 新規 -
R7.11.7

後援（専決処
分）

後援・推薦に係る審査結果報告書
資料３



No. 受付日 団体名 事業名 開催期日・会場 事業の目的・対象・内容等 入場料等
新規
継続

前回実績 審査結果 

4 R7.10.22
ヒューマンアカデ
ミーロボット教室名
古屋事務局

ロボット製作無料体験会
R7.12.6　,　12.20
R8.1.10　,　1.24
長久手市公民館

＜目的＞
次世代地域人材の育成や講師育成、地域活性化への貢献

＜対象＞
市内小学生、きょうだい(５歳～)

＜内容＞
一人１体のロボットを組み立てながら、論理的思考を養い
プログラミングへの関心を引き出す

無 継続6年目 R7.3.25
R7.11.7

後援（専決処
分）

5 R7.10.29
公益社団法人スコー
レ家庭教育振興協会

スコーレ家庭教育講座
R7.12.12
長久手市公民館

＜目的＞
親の子育て支援・家庭教育の支援

＜対象＞
子育て中の保護者

＜内容＞
講演　どんなピンチにも負けない！心の強い子に育てる　
～親子で自己肯定感を高めよう～

受講料：500円 継続5年目 R7.4.2
R7.10.29

後援（専決処
分）



資料４















みどりの推進課報告事項（１１月実施）

平成こども塾プログラム

［一般プログラム］

№ 日 曜日 プログラム名 定員 子ども 大人 未就学 備考
()内はｻﾎﾟｰﾄ隊班

1 11月1日 土 秋の星空観望会 20 18 17 1 ｻﾎﾟｰﾄ隊
(自然班)

2 11月2日 日
クリスマスキャンドルを作
ろう①午前

15 13 11 1 ｻﾎﾟｰﾄ隊
(創作班)

3 11月2日 日
クリスマスキャンドルを作
ろう②午後

15 14 14 1 ｻﾎﾟｰﾄ隊
(創作班)

4 11月9日 日 クリスマスリースを作ろう 20 16 14 0 ｻﾎﾟｰﾄ隊
(創作班)

計

［会員制プログラム］

№ 日 曜日 プログラム名 年間会員 子ども 大人 未就学 備考
()内はｻﾎﾟｰﾄ隊班

1 11月1日 土 こどもファーム
(竹林整備、畑の管理)

27 15 4 0 ｻﾎﾟｰﾄ隊
(食と農班)

2 11月8日 土 こどもファーム
(玉ねぎの植え付け)

27 19 8 1 ｻﾎﾟｰﾄ隊
(食と農班)

3 11月8日 土 里山生きもの探検
⑥「植物の戦略についてしろう」

20 9 8 2 平成こども塾
専門ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

4 11月15日 土 こどもファーム
(畑の管理)

27 17 8 2 ｻﾎﾟｰﾄ隊
(食と農班)

5 11月16日 日
暮らしの道具作りと料理教
室④

20 15 14 1 平成こども塾
専門ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

6 11月22日 土 こどもファーム
(畑の管理)

27 16 5 0 ｻﾎﾟｰﾄ隊
(食と農班)

7 11月23日 日
書道・さし絵講習会④
「お正月の言葉を書く・チンゲン菜ス
タンプ」

20 16 12 0 平成こども塾
専門ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

8 11月29日 土 こどもファーム
(畑の管理･収穫/旬の食芋煮)

27
ｻﾎﾟｰﾄ隊

(食と農班)

計

［学校連携事業プログラム］

№ プログラム名 子ども 備考 実施回数

1 長小1年
ｶｽﾀﾈｯﾄとやじろべえ・焼き芋

92 9 3

2
南小2年
走る木車・焼き芋 105 11 4

3
市小2年
餅つき・昔遊び 102 10 4

4
北小1年
まつぼっくりﾂﾘｰと焼き芋 2

計 13

（単位/人）令和７年１１月２６日現在

日（曜日） 大人

11月5日(水)～
11/7(金)

11月11日(火)～
14日(金)

11月18日(火)～
21日(金)

11月26日(水)～
27日(金)

資料５



みどりの推進課報告事項（１２月実施予定）

平成こども塾プログラム

［一般プログラム］

№ 日 曜日 プログラム名 定員 子ども 大人 未就学 備考
()内はｻﾎﾟｰﾄ隊班

1 12月7日 日 鳥凧を作ろう 15
ｻﾎﾟｰﾄ隊
(創作班)

2 12月14日 日 来年の干支を作ろう 15
ｻﾎﾟｰﾄ隊
(創作班)

計

［会員制プログラム］

№ 日 曜日 プログラム名 年間会員 子ども 大人 未就学 備考
()内はｻﾎﾟｰﾄ隊班

1 12月6日 土 こどもファーム
(畑の管理・収穫)

27
ｻﾎﾟｰﾄ隊

(食と農班)

2 12月13日 土 こどもファーム
(旬の食　餅つき)

27
ｻﾎﾟｰﾄ隊

(食と農班)

3 12月20日 土 こどもファーム
(畑の管理・収穫)

27 ｻﾎﾟｰﾄ隊
(食と農班)

4 12月21日 日
暮らしの道具作りと料理教
室⑤

20
平成こども塾
専門ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

計

［学校連携事業プログラム］

№ プログラム名 子ども 備考 実施回数

1
北小1年
まつぼっくりﾂﾘｰと焼き芋

3

2
西小2年
餅つき 2

計 5

（単位/人）　

日（曜日） 大人

12月2日(火)～
12/4(木)

12月17日(水)～
18日(木)



実施回数 5 14 1 4 0 11 合計35

予定回数 6 14 1 0 4 5 13 6 11 12 0 合計72

学校連携プログラムの実施 学校連携プログラムの実施

日程等調整 次年度実施内容・日程等調整

事前打合せ（随時）

11/17  東小１年打合せ

上記のプログラム体験を通じ
て大人である講師やボランティ

学校連携プログラムの実施 学校連携プログラムの実施

学校連携プログラムの実施（5月～翌年2月）

現講師に知り合いを勧誘してもらう（4月から随時）。

プログラム参加者の保護者への勧誘（4月から随時）

こども塾だより発行、市ホームぺージ、きずなネットの更新（毎月1回 月の下旬発行）

大人向けプログラム実施時に参加者を勧誘

生涯学習情報紙発行 生涯学習情報紙発行

　

令和７年１１月２６日現在

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年度平成こども塾事業進捗状況管理表 　　　　　　　　　　　　No.１/2

年間スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

学校連携プログラムの実施

学校連携プログラムの実施

大人向けプログラム実施 7/13 大人向けプログラム実施　10/26

事業名 課題 目標 実施項目 進捗状況・結果 備　考

4/28　学校連携講師(野外活
　動同好会)事前打合わせ　　　

1

学校連携プロ
グラム実施事
業

こども達に地域の
歴史、文化、食等
に触れる機会の
創出

長久手の歴史、文
化、食等を子どもたち
に分かりやすく教え、
体験させる。
（学校連携プログラム
数：当初予定73回）

1  飯ごう炊さんをする。
    (湯せん調理を含む。)
2  おこしもの作りをする。
3  餅つきをする。
4  五平餅を作る。　
5  焼き芋を作る。
6  カスタネットとどんぐり
 やじろべえを作る。
7  走る木車を作る。　　
8  松ぼっくりのクリスマス
 ツリーを作る。
9  竹林体験をする。
10  昔の遊びを体験する。

4/17 第1回小学校連携運営
  委員会開催
4/24  北小打合せ
4/30　長小打合せ
5/1　市が洞小打合せ
5/12  西小打合せ
5/15 東小打合せ
5/22　Nハウスあい打合せ
5月～7月 飯盒炊さんとカレー
作り
7/23 南小５年打合せ
8/21 南小２年打合せ
8/28 市小２年打合せ
9/5 東小３年打合せ
9/11 東小３年ｱﾚﾙｷﾞｰ対応打合
せ
9/19　長小１年打合せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10/5　北小１年打合せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10/10　Nハウス打合せ

多世代がふれあ
える場の創出

長久手市立の小学校
に通う児童が６年間
に３回、こども塾での
体験を通じ、多世代と
交流する。

平成こども塾事業
に関わる講師や
ボランティアの充
実

学校連携講師及びサ
ポート隊員を確保（目
標3人）するとともに、
近年の加入者の定着
を目指す。

1　現講師に知り合いを勧誘
 してもらう(随時)。
2　プログラム参加者の保護
　者への勧誘(随時)
3　平成こども塾だより、市
　広報・ホームぺージ､きず
　なネット更新(毎月1回)､
　生涯学習情報誌(春秋計
　年2回)等の広報での人材
　募集記事の掲載
4　大人向けプログラムの実
　施(年2回)とサポート隊へ
　の勧誘
5　 報道機関へのプログラ
　ムの周知（随時）　　

(1)生涯学習情報誌(4～9月号)
で人材募集記事を掲載済
(2)こども塾だよりに掲載
(3)プログラム参加者の保護者
への勧誘（サポート隊1人登録）
(4)学校連携講師(Heartの会)5
月2人、6月1人入会
(5)報道機関に学期分の学校連
携事業について情報提供　
5/24
　⇒6/12記者が取材、
　　6/13中日新聞朝刊に掲載
(6)大人向け工作教室実施
　7/13　参加者８人
(7)サポート隊1人登録　7月　



　先進地等見学 打合せ

起案作成（依頼文・案内送付）

※今年度中止 プレーパーク先進地見学

　体験会の実施 開催準備

講師内定・決定、契約 　

※今年度中止 打合せ

講演内容打合せ、タイトル決定等

周知活動（塾だより配布、きずなネット配信等）

ﾆｭｰｽﾚﾀｰ作成

　支援内容 随時

5/6お試しプレーパーク開催

6/29お試しプレーパーク開催

7/29お試しプレーパーク開催

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年度平成こども塾事業進捗状況管理表 　　　　　　　　　　　             　     No.2/2

年間スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

※　「長久手里山プラン」、「長久手市里山基本計画」及び「平成こども塾マスタープラン」に基づいてそれらの推進を図る。

事業名 課題 目標 実施項目 進捗状況・結果 備　考

見学先：候補地と日程調整
中

11/23（土・祝）予定
講師候補と概要調整中

　⑴　プレーパーク運営
　　希望団体から相談が
　　あれば随時意見交換
　　・協議をする。
　⑵　先進地の運営団体
　　視察　
　⑶　市関係部署との連携
　⑷　プレーリーダー希望
　　者と運営希望団体とマ
　　ッチングを図る。

2

プレーパーク
(子どもの自由
な遊び場）の
推進

プレーパークの認
知度の向上

プレーパークとは何
かを地域の人に知っ
てもらう。

運営団体プレー
リーダー、の発
掘、育成

プレーパークを運営
希望する団体やプ
レーリーダーになりた
い人を支援する。

5/6お試しプレーパーク
　開催(こども17人、
   大人13人)　　　　　6/29
お試しプレーパーク開催
（こども29人、大人21人）
7/29お試しプレーパーク開
催（こども13人、大人9人）



長久手市中央図書館 事業報告（１１月分）

おはなし会

　※「ジブリの森」（ジブリ関連図書及びDVDの展示）は棚24番（カウンター前）で令和4年7月から常設展示

他課等への団体貸出

その他

事業名 日時 参加人数

乳幼児向けおはなし会（なんじゃもんじゃ）
１１／６（木）
11：00～11：30

３７人

おはなし会〔幼児から低学年〕（朗読の会吾亦紅）
１１／８（土）
10：30～11：10

１４人

大人のおはなし会〔読書会〕（朗読の会吾亦紅）
１１／１１（火）
10：30～11：30

１５人

おはなし会〔幼児から低学年〕（なんじゃもんじゃ）
１１／１５（土）
10：00～10：30

６人

乳幼児向けおはなし会（なんじゃもんじゃ）
１１／１５（土）
11：00～11：30

２２人

乳幼児向けおはなし会（おはなしペンギン）
１１／２０（木）
11：00～11：30

１５人

乳幼児向けおはなし会（まほうのたまご）
保健師育児相談

１１／２１（金）
11：00～11：30

８人

英語の絵本のおはなし会〔子どもから大人まで〕
（レディバグ）

１１／２２（土）
10：30～11：00

１８人

閲覧室内企画展示

テーマ 内　容 実　績

あいち県民の日　連携展示　
「愛知・縁（ゆかり）の本」

あいち県民の日（１１月２７日）にちなみ、様々な
分野からあいちの魅力を発見できる一般向け（大
人向け）の本を１００冊程度展示

10/31～11/18で貸出冊数１１４冊
貸出回転率１１４％
コメント：地元の有名人、作家、企業など様々な
ジャンルから本を集め、県の魅力を再発見できる
展示を目指した。今年で３回目の「県民の日」で、
この展示により認知が広まった様子が伺える。

むし！ムシ！
だいしゅうごう！！

様々な「小さな命」である虫と出会う季節に、子ど
もたちが虫に興味を持ち、虫の生き方や生きるた
めの工夫などを知り、小さなものへの「思いやり」
を持つような児童向け絵本・読み物など２００冊程
度展示

9/2～11/１8で貸出冊数６１５冊
貸出回転率３０８％
コメント：絵本、読み物、児童向け知識図書から虫
の本を幅広く構成した。展示を始めてすぐにたくさ
んの貸出があり、「虫」は子どもにとって人気な
テーマだと再認識した。

　上郷児童館図書室へ配架する絵本など
の選書

　１１／２０（木）２００冊を図書館へ搬入、１１／２６日（水）２００冊を上郷児童館図書室へ
出向き配架作業

　上郷児童館へ乳幼児向け用の絵本選書 　１１／２０（木）上郷児童館へ乳幼児用絵本３０冊（貸出１２０日間）の選書協力

　保育園へ絵本選書 　市内保育園６園に月１回以内で、５冊ずつの絵本を選書し市役所連絡箱経由で貸出

　点字図書の貸出
　９／２５（木）～１２／２（火）　社会福祉協議会からの依頼。小中学校の福祉実践教室の
点字本の授業で使用する点字図書１５冊の貸出

　市内小学校３年生 図書館見学 　１１／１４（金）、１９（水）　南小１２８名

　ボランティアによる
　ブックスタート配布と読み聞かせ

　３．４か月児健診会場１１／２１（金）ボランティア４名
（Ｒ７．４からボランティアによるブックスタートパックの配布と読み聞かせを稼働）

　都市計画変更に関する市民説明会 　１１／２２（土）１０：００～１１：００　西庁舎研修室

　北中学校職場体験 　１１／２７（木）、２８（金）　北中学校２年生４名の受入

　ロボット「こくり」とプログラミング講座
　１１／３０（日）１０：００～１２：００、１４：００～１６：００
　市内在住の小学１、２年生　各回５人

　保育園ボランティア活動 　長湫西保育園へ２回、２名のボランティアによる絵本の修理と読み聞かせ

　図書館年報 　令和６年度のまとめを作成し、図書館ホームページへ掲載

資料資料６



１２月の予定

おはなし会

閲覧室内 企画展示

他課等への団体貸出

その他

事業名 日時・備考

大人のおはなし会〔読書会〕（朗読の会吾亦紅）
１２／２（火）

10：30～11：30

乳幼児向けおはなし会（なんじゃもんじゃ）
１２／４（木）

11：00～11：30

おはなし会〔幼児から低学年〕（朗読の会吾亦紅）
１２／１３（土）
10：30～11：10

乳幼児向けおはなし会（おはなしペンギン）
１２／１８（木）
11：00～11：30

乳幼児向けおはなし会（まほうのたまご）
１２／１９（金）
11：00～11：30

おはなし会〔幼児から低学年〕（なんじゃもんじゃ）
１２／２０（土）
10：00～10：30

乳幼児向けおはなし会（なんじゃもんじゃ）
１２／２０（土）
11：00～11：30

小学生向けストーリーテリング（学校連携司書）
１２／２３（火）
14：00～14：30

英語の絵本のおはなし会〔子どもから大人まで〕（レディバグ）
１２／２７（土）
10：30～11：00

テーマ 内　容

　クリスマスの本・冬の本
　毎年恒例の人気テーマの展示を実施。クリスマスを過ぎたら冬に関する本に入れ替え
る。全体を通じて絵本や読み物を２５０冊程度展示。

　青少年児童センターへ乳幼児向け用の
絵本選書

　１２／１８（木）青少年児童センタープレイルーム用絵本３０冊（貸出１２０日間）の選書協
力

　「Ｎ－ハウスあい」への本選書 　１２／２５（木）「Ｎ－ハウスあい」へ３０冊（貸出６０日間）の選書協力

　保育園へ絵本選書 　市内保育園６園に月1回以内で、５冊ずつの絵本を選書し市役所連絡箱経由で貸出

　年末年始特別貸出
　１２／７（日）～１２／２７（土）
　図書・雑誌・紙芝居１０冊まで、視聴覚資料（DVDなど）２点まで、４週間貸出

　市が洞小校区共生ステーション 　１２／５（金）市が洞小校区共生ステーション職員による選書で３０冊貸出

　ボランティアによる
　ブックスタート配布と読み聞かせ

　３．４か月児健診会場１２／１２（金）ボランティア４名
（Ｒ７．４からボランティアによるブックスタートパックの配布と読み聞かせを稼働）

　保育園ボランティア活動 　長湫西保育園へ３回、２名のボランティアによる絵本の修理と読み聞かせ活動



棚24番→

令和７年度 中央図書館 事業進捗状況管理表
年間スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
事業名 課題 目標 実施項目 進捗状況・結果 備　考

3
図書館ホーム
ページの充実化

ホームページが
わかりにくい

年間閲覧者数を
48万人以上とする。

ホームページの更新を年間で６０
回実施する。
（委託職員と協働で実施）

＜更新内容＞
・11月おはなし会案内2
件
・テーマ展示紹介
・アンケート結果報告
・児童館連携本お知らせ
・システム更新に係る新
機能のお知らせ
・新着図書（4回）11/16ま
で

教育振興基本計画
基本施策9「魅力ある
図書館づくり」
①図書館利用の促進

1 本の修理
良質な状態の蔵
書を長く使用した
い

破損した本を年間で
2,000冊修理する。

１.返却時等の破損確認（毎日・委
託職員）

２.修理又は買替の選択、図書
データ変更（毎日・委託職員）

３.図書修理ボランティアに修理依
頼（毎日・ボランティア）

４.修理完了の確認（週１回・委託
職員及び市職員）

５.図書データ復帰、閲覧室へ戻
す（週１回・委託職員）

一週間あたり１２人程度
の図書修理ボランティア
が本の修理を行った。

教育振興基本計画
基本施策9「魅力ある
図書館づくり」
①図書館利用の促進

より良い職場環境づく
り運動の取組項目

2
本の展示の実
施

本の魅力を伝える
機会が少ない

テーマ展示本の貸
出回転率を１．２と
する。
（展示冊数の１．２
倍）

図書館員が企画した展示の実施
（委託職員と協働で実施）

・閉架の図書も展示図書に組み
込む
・.選定したテーマに基づき本を専
用スペース等に展示
・展示本の位置情報の変更入力
処理や、人目を引くディスプレイ
をし、利用者が手に取りやすくす
る

①棚27番（一般書架）
「あいち県民の日　連携
展示　「愛知・縁（ゆか
り）の本」」
②北玄関棚（児童書架）
「むし！ムシ！だいしゅう
ごう！！」

教育振興基本計画
基本施策9「魅力ある
図書館づくり」
①図書館利用の促進

4 延滞対策事業 延滞本が多い

月次集計（30日～3
年）時点での延滞冊
数を50冊以内とす
る。

１.延滞者に督促はがきを毎週郵
送（委託職員）
白色はがき：15日以上30日未満
黄色はがき：30日以上100日未満

２.100日以上の延滞者へ封書に
よる督促

３.40日以上の延滞者、及び15日
以上延滞が10回以上の延滞者
は貸出禁止措置後、次回貸出時
に職員から厳重注意（マナー説
明、イエローカードを渡す、返却
日お知らせメール周知）

４.新規登録者に延滞注意喚起
と、再貸出・館外返却ポスト・返却
日お知らせメールの周知をする
（委託職員）

・貸出禁止措置
40日以上  3件

15日延滞10回以上  2件

延滞者に督促はがきを毎週郵送（通年）10日以上100日未満

新規登録者に延滞注意喚起、返却日お知らせメールを周知（通年）

集計と検証（毎月）30日以上3年未満の合計

ホームページ更新回数

修理冊数

テーマ展示本の貸出回転率（％）

165冊

①309%

②210%

7回

15冊

258冊

①537%

7回

13冊

146冊

9回

10冊

212冊

②370%

13回

6冊

128冊

①370%

10回

12冊

③37% ③88%

213冊

②308%

③60%

9回

7冊

180冊

①82%

10回

7冊

17冊

3冊

①114%

10回
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予算執行･入札

予算執行 入札仮契約 本契約

契約 工事 完了

<外部工事> 準備工 外壁改修 屋上防水 外構 外構 検査 手直し 完了

<内部工事> 管理・特別教室棟 検査 手直し 完了

打合 打合 打合 打合 打合 打合 打合 打合 打合 打合 打合 打合

声かけ・指導の実施（毎月）

小92人 小89人 小33人 小0人 小74人 小80人

中64人 中56人 中17人 中0人 中38人 中60人

前年度月45時間超過人数

小101人 小88人 小80人 小30人 小0人 小58人 小83人 小54人 小22人 小28人 小43人 小40人

中85人 中82人 中71人 中31人 中0人 中45人 中64人 中50人 中21人 中22人 中32人 中13人

小104人 小92人 小89人 小33人 小0人 小74人 小80人

中70人 中64人 中56人 中17人 中0人 中38人 中60人

令和７年度教育総務課事業進捗状況管理表
年間スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

小104人

中70人

事業名 課題 目標 実施項目 進捗状況・結果 備　考

1
学校施設の長
寿命化対策

建物の長寿命
化改修工事の
年度内完了及
び学校改修工
事に併せた多
目的室の整備

長久手小学校建物
改修工事（Ⅰ期工
事）で建物の長寿命
化をするための外
部、内部の改修工
事を校舎構造ごとに
計４か年で実施す
る。その際、敷地内
で駐車場整備のた
めの整備等外構に
ついても一部改修
工事を実施する。　　　　　　　　　　　　　

①契約事務（仮設職員室）

①契約事務（校舎等）

②仮職員室工事

②屋上防水、外壁改修工
事等（校舎等）

③内部改修工事

④定例打合せ

①仮設職員室の工事は完了

②電気・給排水の外部配管工事を
継続して実施。キュービクルを更新
するための基礎工事を実施するた
めの地業工事を実施

②屋上防水、外壁改修工事等（校
舎等）
11/5（水）に検査を実施
ペンキ補修、屋上フェンス扉の調整
を指示

③内部改修（校舎等）
　２階の図書室、ＣＲ２２、学習室、
サーバー室、廊下の部分完了検査
を実施して、出来映えは良好

④定例打合せ（校舎等）
　11/5(水)、10（月）
　現場部分完了検査11/19（水）に
実施

教育振興基
本計画

基本目標Ⅲ
子どもの学び
を支える教育
環境の整備
基本施策⑵

安全で快適な
学習環境づく

り

2
勤務時間の適

正化

全教職員につ
いて、在校時
間超過時間を
月45時間、年
360時間以内に
する。

在校時間が月45時
間を超過している教
職員数を小学校、中
学校ごとに把握し、
要因を分析する。

①在校時間が月45時間を
超過している全ての教職員
に対して、管理職から声か
け・指導の実施

②校長会、教頭部会におい
て、在校時間の状況を伝え
るとともに、対応策の情報
共有を実施

１０月在校時間が月45時間
を超過している教員の人数
　・小学校   80人（32.4%）
　・中学校   60人（47.2%）　

【11/26現在】１１月在校時間
が月45時間を超過している
教員の人数
　・小学校   26人（10.5%）
　・中学校   38人（29.9%）

（関連）
教育振興基

本計画
基本目標Ⅲ

子どもの学び
を支える教育
環境の整備
基本施策⑸
教育多忙化
解消への取
組の推進
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令和７年度教育総務課事業進捗状況管理表
年間スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
事業名 課題 目標 実施項目 進捗状況・結果 備　考

部活動検討委員会

第１回（5/1） 第２回（7/10） 第３回（9/19） 第４回 第５回

新入生への説明 アンケート

生徒募集・見学会 アンケート 結果周知 活動周知

意見交換 意見交換 意見交換 意見交換 意見交換 意見交換

関係団体等への協力依頼

設立準備 設置

活動開始

3
地域クラブ運
営事業

中学校の休日
の部活動を大
きなトラブルな
く運営する。

様々な諸課題をそ
の都度協議して対
応し、混乱なく運営
する。

①部活動検討委員会で諸
課題を協議

②市ホームページなどで活
動周知

③運営事業者との情報交
換

・4/27　１年生体験会

・5/10～１年生活動開始

・6月～支所大会

・大会後～３年生継続確認

・11月　保護者見学会

（関連）
教育振興基

本計画
基本目標Ⅲ

子どもの学び
を支える教育
環境の整備
基本施策⑸
教育多忙化
解消への取
組の推進

4
コミュニティス
クール事業

コミュニティス
クールの設置

２校に設置

①関係団体等への協力依
頼

②コミュニティスクールの設
置

③設置した学校で活動開
始

・11/11長久手小学校・西小
学校と第1回学校運営協議
会について打合せを行った。

教育振興基
本計画

基本目標Ⅳ
地域・家庭・
学校の連携

強化と協働の
仕組みづくり
基本施策⑴
長久手版コ
ミュニティ・ス
クール設置に
向けた仕組み

づくり
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